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お知らせ

学校再開にあたっての「学校行事等への対応や方向性」について
令和２年４月８日（水）１７時現在

仙台市内でも新型コロナウイルス感染症の流行拡大が懸念され，市立小学校の授業開始予定日が４月１５日と

なりました。学校再開にあたり，本校では，文部科学省や仙台市教育委員会からの通知を踏まえ，当初予定して
いた行事について，実施の可否や内容変更などの検討を進めて参りました。

つきましては，本日現在で，以下のように対応したいと考えております。また，今後の状況を注視しながら，

場合によっては，再度の変更も検討して参ります。
なお，検討に当たっては，大きく次の点に留意して，内容変更や延期等の判断をいたしました。様々なご意見

もおありかと存じますが，皆様のご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

１ 「密集」「密接」「密閉」の三要件について，重複を避けることが可能かを考慮して判断する。

２ 行事のねらいを焦点化し，内容の精選や短時間での実施が可能か等により，中止や延期を含め判断する。

３ 室内での学習と，室外での活動によるストレスの軽減など，児童の心の健康等も考慮して判断する。
４ 検温や健康観察など，ご家庭からの協力を得ることが可能かを考慮して判断する。

５ 保護者の承認が必要な事柄については，書面等による意見の集約が可能かを考慮して判断する。

【学校行事等に関すること】

検討事項等 内容や実施方法等（◎実施 ○検討中 ☆内容変更 △延期 ▲中止・休止）

（1）披露式・始業式 ◎４月１５日（水）８：３０登校
・８：５０～ ９：３５ 披露式・始業式（晴天時：校庭，雨天時：放送）

・９：４０～１０：２５ 学級活動等

・帰りの会等を行い下校 下校予定時刻 ３～５年生 １０：４５頃
２年生 １１：１５頃（椅子移動等後）

６年生 １１：２５頃（式場準備等後）

※新６年生で入学式の係になっている児童は，１３：００頃下校となります。

（2）入学式 ◎４月１５日（水）１３：００～

・参加者，内容を変更して実施。（新１年生保護者様には，郵送で案内済み）

（3）１年生を迎える会 ○４月２２日（水） ※実施の方向で検討中。（以下，検討案）

（児童会行事） ・参加を１年生と在校生代表（６年生）に限定する。
・間隔を空けての整列，十分な換気などの対策を行い，体育館で実施。

・他学年は，お祝いメッセージを別の時間に届けるなど工夫する。

（４）授業参観（４月） ▲４月２５日（土）は実施せず，暦どおり休日とする。（振替休業日なし）

学年・学級懇談会 ・学年・学級懇談会も実施しない。

・使用教材や校外学習予定及び集金計画について，書面で了承を得る。

（５）PTA総会 ▲４月２５日（土）は実施しない。

・決算報告・予算案，役員改選等，会員の承認が必要な議案については，書面
で意向を集約し決議する。

※役員の各担当決め等については，再度調整・検討の上，改めて連絡する。

（６）家庭訪問 ◎予定通り実施（5/11，12，13，15，18，１９，予備日21）

・お子さんへの配慮事項，学年の指導方針等について，共有を図る。

・自宅療養等の要請があるご家庭には訪問せず，別の機会を改めて設定する。
・玄関先訪問とし，ある程度の距離を保ってお話をうかがう。

※臨時休業の状況によっては，課題の配付等のための訪問も検討する。
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（７）運動会 ▲５月３０日（土）は実施せず，暦どおり休日とする。（振替休業日なし）
☆５月２７日（水）「体育発表会（仮称）」として実施を検討中。（以下，検討案）

・取り組む種目 １・３・５年生は，団体競技（密集しないもの）

２・４・６年生は，表現運動
・一時間内に二つの学年が演技を披露し，お互いに発表し合う。

・発表会当日は，体育の時間として各学年１時間。他の時間は通常授業を行う。
※学年の演技時間帯は，その学年の保護者の観覧も可とする。

※観覧の際は，マスクを着用し隣の方との距離をとるなど，感染予防に努めて

いただく（今後の状況により，観覧人数の制限や無観客での実施も検討）。
※雨天の際は，学年ごとに予定を検討し，延期・中止について改めて案内する。

（８）野外活動 ☆６月１２日（金）～１３日（土）の予定を，６月１２日のみとする。
・泊を伴う活動ではなく，日帰りの活動内容に変更して実施する。

・自然体験，仲間との協力をねらいとして活動計画を立案する。

・６月１３日（土）は，暦通り休日とする（振替休業日なし）。
※今後の感染症の状況によっては，内容の再変更や中止も含めて継続検討する。

（９）修学旅行 △６月２５日（木）～２６日（金）を１０月１日（木）～２日（金）に延期。
（宿の手配，保護者の皆様への周知済み。）

（10）校外学習 △各学年で９月以降の日程となるよう計画する。
・各施設への申込みが必要なものについては，９月以降に計画する。

（11）PTA行事等 ○学年ＰＴＡ行事やＰＴＡ祭りについて
・各行事の持ち方や内容，実施の可否も含め，準備期間も考慮してＰＴＡと共

に検討する。

【学校生活等に関する留意事項】

（１）学習面 ○前年度の未指導分の時数確保
・夏休みと冬休みで授業日を３～４日間程度設定する（状況により再検討）。

・上学年のフォローアップデーを通常授業とする（７時間分）。

・行事の内容変更に伴って生じた時間を教科指導に充当する（６～１０時間）。
・全学年，計画通りの週時程（時間割）で生活リズムを確保する。

○グループ学習，ペア学習を行う際の留意事項

・隣との距離を取り，適宜，換気を行う。
・マスクの着用を推奨する。マスクが手に入らない場合には，咳エチケットに

ついて指導する。

○大規模改修による制限への対応
・出入り口や廊下側の下窓等を開放し，空気の流れを作るようにする。

・扇風機等を早めに設置し，外気を取り入れられるようにする。

○音楽や家庭科，体育などの教科について
・歌唱指導では，できる限り一人一人の間隔を空けるなどの点に留意する。

・近距離での活動や接触する場面の多い活動については，指導時期の変更を検

討する。
・個人や少人数でできる運動，距離を保って行うことができる運動を取り入れ

るなど工夫する。

○児童が共同で利用する教材について
・タブレット等，適切に消毒を行うとともに，使用前後の手洗いを徹底する。

（２）生活面 ○給食の時間における対応
・当番の児童は，マスクを着用する（給食当番用備蓄マスクも少なくなってき

ています。ご家庭でも可能な限りご用意くださいますようお願いします）。

・机を向かい合わせにしない，食べながらの会話は控えるよう指導する。
・給食の前後の手洗いを徹底する。

※ハンカチを忘れず持参するよう，保護者の皆様のご協力をお願いします。
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【その他，出席の扱い，保護者の皆様へのお願いなど】

（１）感染が不安な場合 ○感染への不安が大きい場合など，個別にご相談ください。

・医療的ケアや基礎疾患があるなど，重症化のリスクが高いと考えられる場合

等，主治医にご相談の上ご連絡いただき，個別に対応して参ります。
・登校すべきでないと判断された場合は，出席停止の取扱となります。

・その他，ご心配なことがございましたら，ご相談ください。（窓口：教頭）

（２）検温・健康状態の ○ご家庭での健康状態の確認と検温への協力が，感染拡大の防止に不可欠です！

確認 ・感染拡大防止の観点から，家庭での検温と健康観察をしっかりと行い，検温

記録表（４月１５日配付予定）の提出をお願いいたします。
・風邪の症状等が見られる場合には，無理をさせず自宅で休養するようお願い

いたします（２月２６日付「学校における新型コロナウイルスに関連した感染症対策について（お

願い）」参照）。
・検温や健康観察を行わずに登校した児童には，別室等で健康観察を行う場合

もありますのでご了承願います。検温や健康観察へのご協力を重ねてお願い

いたします。
・登校後の体調変化 ・登校後の発熱等，体調に変化が見られた場合には，学校から保護者の方に電

話連絡をいたします。応答ができるようご準備をお願いいたします。

・ハンカチの持参 ・感染拡大防止のため，ハンカチを忘れずに持参させてください。

（３）児童や教職員が感 ○一定期間の学校閉鎖及び出席停止となります。

染した場合 ・症状が改善し，感染の疑義がなくなるまで，出席停止となります。感染した
本人の行動履歴や濃厚接触者等のヒアリングを保健所が行いますので，ご協

力願います。

（４）心のケアについて ○感染者や濃厚接触者に対する偏見・差別・いじめの防止に努めます。

・感染経路が特定できないケースも増加しています。誰もが感染のリスクに直

面しており，感染したことで偏見や差別につながるようなことがあってはな
りません。児童全体への指導を通して自分事として考えさせ，いじめや差別

の防止に努めます。

（５）ひまわり吹奏楽団 ○パートごと，小編成での活動等から，段階的に練習を再開します。

の活動について ・部活動の指針を踏まえ，小グループやパート毎の練習などを基本とし，曜日

や時間を区切って練習するなど工夫しながら，意欲を持続させたいと考えて
います。（練習開始日は，感染症の状況により決定いたします。）

・当面の間，土曜日・日曜日は活動の自粛を継続し，感染拡大防止に努めたい

と考えています（具体的な練習日程等については，担当から連絡させていた
だきます）。

・今後のコンクール等については，吹奏楽連盟等主催者の動向を注視し，情報

提供を行うとともに，練習方針についても共有していきたいと考えています。

◇ 今後の感染症の状況によっては，ここに示した対応をさら

に変更せざるを得ないことも想定されます。その都度，見直

しを図りながら，児童の健康を守っていくとともに，感染症

拡大防止に努めて参ります。
また，学校における感染症の拡大防止には，学校の取組に

加え，保護者の皆様のご協力によるご家庭での取組も必要不

可欠となります。
皆様と共に，この社会的な危機を乗り越えていきたいと思

います。ご理解とご協力をどうぞよろしくお願いいたします。


